
事 務 連 絡

王子成 26年 11月 10 B 

遺書物護軍薬品検査所

j均衡・安全局管水産安全管理課

薬事審査管理班長

動物用医薬品及び医薬品の使用の規制に隠する省令の一部を改正す

る省令の制定について

とのととについて、京添写しのとおり各都滋府型軽あて滋怨したので、御7匁

ください。
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平成� 26年� 1J月� 10 B 

北海道官器産主務総 御J:t

農林水産省消費・安全潟

畜水産安余管穏謀

議事議室まT奇襲班長

動物用医薬品及び医薬品の使用の規苦労に演する後令のゐ部長改正す

る省令の苦手UJをについて

議事法(昭和� 351f法律第 145号。以下「法Jという。〉第� 83~奈の 4 第 p議

の規定に基づき、動物用医薬品及ぴ医薬品の使用の規制に関する省令の一宮fiを

改正する省令〈平成� 26年燦林水産設令第� 57号〉が別添のとおり公布され、向

日から施行ざれました。

今回の改正内容は下記のとおりですので、薬事監視及び指数;の参考としてく

ださい。

記� 

1 改正の内容

「オ)vビブロキサシンを有効成分とする飲水添加;RlJJについて、 「動物苅

医薬品使用対象動物j 、� rm法及び府議J:slflびに「使用禁止期間j を設定。� 

2 	施行期尽

平成� 26年� 11月� 10日� 

3 	参道幸
ヱド件に総連ずる動物潟医薬品の概要は以下のとおりです。

・コj-)レビフロキサシンミを有効成分とする飲水添加東i
紋売名:ビクタス水浴散� 25%(DSファーマアニマルヘルス株式会社)

有効成分:オルピブロ牛サシン

効能3えは効泉:

{有効磁穏1:マイコプラズマ・ハイオ二ューモニエ、大勝菌

{適応症1:豚;マイコプラズマ?を燃炎、大腸爾性下痢主主
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